
4

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

広報こしがやお知らせ版　平成27年（2015年）11月号
　

越
谷
市
の
職
員
数
や
給
与
を
は
じ

め
と
す
る
人
事
行
政
の
運
営
状
況
を

公
表
し
ま
す
。
な
お
、
全
文
は
情
報

公
開
セ
ン
タ
ー（
本
庁
舎
２
階
）、人

事
課（
本
庁
舎
２
階
）、行
政
管
理
課

（
第
二
庁
舎
３
階
）、
北
部
・
南
部
出

張
所
、
市
立
図
書
館
、
各
地
区
セ
ン

タ
ー
で
ご
覧
に
な
れ
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
に
的
確
に
対
応
し
、
最
少
の
経
費

で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
の
で

き
る
行
政
運
営
を
推
進
す
る
た
め
、

適
正
な
職
員
数
に
よ
る
業
務
体
制
の

確
立
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本

と
な
る
第
４
次
総
合
振
興
計
画
の
着

実
な
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
平
成

２７
年
４
月
の
中
核
市
移
行
を
目
指
す

な
か
で
、
福
祉
や
保
健
、
医
療
、
消

防
そ
の
他
の
各
部
門
に
お
い
て
、
行

政
と
し
て
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
組
織
・
定
員
の
整
備

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

２７
年
４
月
１
日
時
点
の
総
職
員
数

（
越
谷
・
松
伏
水
道
企
業
団
と
東
埼

玉
資
源
環
境
組
合
へ
の
派
遣
職
員
を

含
む
）
を
２
９
０
４
人
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
人
口
１
万
人
当
た
り

の
職
員
数
（
普
通
会
計
部
門
）
は

６１
・
１３
人
で
、
全
国
の
中
核
市
平
均

（
平
成
２６
年
４
月
１
日
現
在
の
人
口

１
万
人
当
た
り
の
職
員
数
６１
・
４７

人
）
と
ほ
ぼ
同
等
と
な
っ
て
い
ま
す
。

職
員
数
の
推
移
な
ど
に
つ
い
て
は
表

１
〜
３
の
と
お
り
で
す
。

　

地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
給
与
は
、

地
方
公
務
員
法
に
よ
り
、
国
や
他
の

地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
給
与
、
民

間
事
業
者
の
従
業
員
の
給
与
な
ど
を

参
考
に
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
本
市
の
職
員
の
給
与

改
定
に
あ
た
っ
て
は
、「
人
事
院
勧

告
」（
人
事
院
が
国
家
公
務
員
と
民

間
事
業
所
の
給
与
を
比
較
し
、
政
府

に
対
し
較
差
を
解
消
す
る
よ
う
年
１

回
勧
告
を
行
う
も
の
）
を
踏
ま
え
た

国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準
拠
し

て
実
施
し
、
そ
の
水
準
の
適
正
化
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
２６
年
度
は
「
民
間
企
業
の
従

業
員
が
国
家
公
務
員
を
上
回
っ
て
い

る
状
況
に
あ
り
（
月
例
給
０
・
２７
％
、

一
時
金
０
・
１７
月
）、
こ
の
較
差
を

解
消
す
る
た
め
の
国
家
公
務
員
給
与

の
引
き
上
げ
」
を
旨
と
す
る
勧
告
が

出
さ
れ
、
本
市
も
こ
の
内
容
を
踏
ま

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
よ
っ
て

大
き
な
経
済
負
担
を
心
配
せ
ず
に
医

療
が
受
け
ら
れ
ま
す

　

国
保
は
加
入
者
相
互
に
よ
る
助
け

合
い
の
制
度
で
す
。
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
と
き
に
は
、
費
用
の
一
部

（
原
則
３
割
）
を
加
入
者
が
負
担
し
、

残
り
を
市
（
国
保
会
計
）
が
医
療
機

関
に
支
払
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
加

入
者
は
大
き
な
経
済
負
担
を
心
配
せ

ず
に
医
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。　

増
え
続
け
る
医
療
費

厳
し
い
国
保
財
政

　

国
保
は
医
療
保
険
と
い
う
特
定
事

業
の
経
費
と
し
て
、
市
の
一
般
会
計

か
ら
独
立
し
た
特
別
会
計
で
運
営
し

て
い
ま
す
（
図
１
）。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
医
療
機
関

に
支
払
う
医
療
費
な
ど
の
保
険
給
付

費
で
、
全
体
の
６５
・
５
％
を
占
め
て

い
ま
す
。
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
や
介
護
保
険
制
度
に
納
付
金
を

拠
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
を
支

え
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
経
費
を
賄
う
歳
入
（
財

源
）
の
中
で
最
も
多
い
も
の
は
、
前

期
高
齢
者
（
６５
歳
〜
７４
歳
）
の
医
療

費
を
各
保
険
者
間
で
負
担
す
る
前
期

高
齢
者
交
付
金
で
、
全
体
の
２６
・
６

％
を
占
め
て
い
ま
す
。
次
に
、
加
入

者
が
納
付
す
る
国
保
税
で
、
全
体
の

２３
・
１
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
な

お
、
１
人
当
た
り
の
医
療
費
は
、
直

近
５
年
間
で
毎
年
２
・
９
％
〜
５
・

６
％
増
加
し
て
い
ま
す
（
図
２
）。

こ
う
し
た
医
療
費
の
増
加
に
よ
り
、

国
保
財
政
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
置

か
れ
て
い
ま
す
。
医
療
費
は
増
え
続

け
る
一
方
、
国
保
税
収
入
は
減
少
し

て
お
り
、
そ
の
収
支
の
均
衡
を
図
る

た
め
、
毎
年
多
額
の
法
定
外
繰
入
金

を
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
て
い
ま

す
（
図
３
ー
１
、
図
３
ー
２
）。

医
療
費
の
節
減
に
ご
協
力
を

▽
特
定
健
診
や
が
ん
検
診
を
受
け
て

病
気
の
予
防
や
早
期
発
見
を

　

特
定
健
診
の
受
診
率
は
、
年
々
上

昇
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
成
２６

年
度
で
対
象
者
（
４０
歳
〜
７４
歳
）
の

３７
・
７
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
６

割
以
上
の
方
が
未
受
診
と
な
っ
て
い

ま
す
。
健
康
管
理
の
た
め
に
、
特
定

健
診
や
各
種
が
ん
検
診
な
ど
を
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

▽
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

新
薬
と
比
べ
、
低
価
格
な
後
発
医

薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の

利
用
も
医
療
費
の
節
減
に
つ
な
が
り

ま
す
。

保
険
税
は
大
切
な
財
源
で
す

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　

健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
に
、
期

限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
特

別
な
事
情
な
ど
で
保
険
税
や
医
療
費

の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
左
記

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
４

え
た
給
与
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
平
成
２７
年
４
月
現
在

の
職
員
（
普
通
会
計
部
門
２
０
４
０

人
）
の
平
均
給
料
は
３０
万
８
４
１
５

円
（
平
均
年
齢
３９
・
８
歳
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務

員
の
給
料
を
比
較
す
る
参
考
指
標
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
各
年
４
月
の
国
家

公
務
員
の
給
料
を
基
準
に
し
た
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
国
家
公
務
員
の
給
料
水
準
を
１

０
０
と
し
て
各
地
方
公
共
団
体
と
比

較
す
る
も
の
で
す
。

　

公
表
さ
れ
て
い
る
直
近
（
平
成
２６

年
）
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
、
本

市
は
１
０
２
・
４
、
他
団
体
で
は
、

埼
玉
県
１
０
１
・
６
、
さ
い
た
ま
市

１
０
２
・
２
、
川
越
市
１
０
１
・
５

な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

表
４
〜
９
の
と
お
り
で
す
。

b
職
員
数
に
つ
い
て
…
行
政
管
理
課

☎
９
６
３
＝
９
３
１
３
、
職
員
の
給

与
水
準
に
つ
い
て
…
人
事
課
☎
９
６

３
＝
９
１
３
３

5
面
へ
続
く

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

〜
市
の
職
員
数
と
給
与
〜

＊表１、表２ともに、総務省の定員管理調査の基準によるもので、再任用短時間勤務職
員、他団体からの派遣による職員、越谷・松伏水道企業団、東埼玉資源環境組合への
派遣職員は含みません

区　分 対前年度
増減数

職　員　数

議　会

総　務

税　務

労　働

農　水

商　工

土　木

民　生

衛　生

小　計

教　育

消　防

小　計

病　院

下水道

その他

小　計

・業務体制の充実のための増員

・社会保障・税番号制度対応のための増員

・観光振興関連業務体制の充実のための増員

・保健所開設に伴う増員

・権限移譲対応のための増員

・消防業務体制の充実のための増員

・医療、看護体制充実のための増員

一
般
行
政
部
門

教
育
・
消
防

部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

13

329

104

2

24

19

164

546

174

1,375

279

317

596

587

21

89

697

2,668

13

331

105

2

24

20

160

571

209

1,435

283

322

605

604

21

89

714

2,754

2

1

1

▲4

25

35

60

4

5

9

17

17

86

主な増減理由

部門別職員数の状況と主な増減理由（４月１日現在　単位：人）表２

26年度 27年度

＊職員手当には、退職手当は含みません
＊職員数は、２6年４月１日に普通会計に属するものです

＊人件費…職員給与費、市町
村職員共済組合負担金、退
職手当負担金、議員報酬、
特別職の給与・報酬など高校卒

学　歴

151,800 円
短大卒 163,600 円
大学卒 180,800 円

初　任　給

91,669,187千円

人件費の状況（２６年度普通会計決算）表４
歳出総額

16,888,240千円

人件費

18.4％

人件費率

1,970人

職員給与費の状況（２６年度普通会計決算）表５

職員数
（A）

7,151,508
千円

給　与　費

給　　料

1,644,752
千円

職員手当

2,783,917
千円

期末・勤勉
手当

11,580,177
千円

合　　計
（B）

5,878
千円

１人あたり
給与費
（B／ A）

＊行政職給料表
適用者

職員の初任給の状況（２７年４月現在）表６

＊数値は、「行政職給料表」が適用される全ての職員です

行政職の級別職員数の状況（２７年４月１日現在）表７

職員数

構成比

職務の
級

標準的
な職名

834人

41.6%

主事
技師

１級

174人

8.7%

２級

主任

166人

8.3%

３級

主査

507人

25.3%

主幹

４級

127人

6.3%

５級

副課長

136人

6.8%

６級

課長

38人

1.9%

７級

副部長

23人

1.1%

８級

部長

平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険
の
財
政
状
況

健
康
管
理
に
努
め

　

医
療
費
の
節
減
に
ご
協
力
を＊医療費は、加入者の一部負担金、国民健康保険からの保険給付、

その他公費負担を合わせた保険診療による医療費の総額です

国民健康保険特別会計の歳入と歳出図１

加入者 1人当たりの医療費図2

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000円

（億円）

H22 H23 H24 H25

261,445

276,029

297,791

H26

306,474

286,408

法定外繰入金の推移図3-1

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0 H24 H25 H26

3.0

6.0

12.0

・権限移譲対応のための増員
・保育体制の充実のための増員
・子育て支援業務の充実のための増員
・障害者支援業務体制の強化のための増員

・業務体制の見直しによる減員
・区画整理事業関連業務の縮小による減員

（円）

1 人当たり法定外
繰入金の推移

図3-2
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億円

国保税
86億2856万円
（23.1％）

373 億 1720 万円 361 億 1237 万円

保険給付費
236億4534万円
（65.5％）

後期高齢者支援金
50億1000万円
（13.9％）

共同事業拠出金
42億8477万円
（11.9％）

国庫支出金
74億9394万円
（20.1％）

繰
越
金
８
億
5843
万
円（
2.3
％
）

その他 7131万円
（0.2％）

保健事業費
3億2414万円（0.9％）

その他 2億5101万円
（0.6％）

（金額は四捨五入）

前期高齢者
交付金

99億3997万円
（26.6％）

共同事業交付金等
43億1585万円
（11.6％）

繰
入
金
28
億
3626
万
円（
7.6
％
）

療
養
給
付
費
等
交
付
金
12
億
6844
万
円（
3.4
％
）

総
務
費
５
億
6529
万
円（
1.6
％
）

介
護
納
付
金
20
億
3182
万
円（
5.6
％
）

県
支
出
金
19
億
444
万
円（
5.1
％
）

歳入 歳出

合　　計

職
員
数
に
つ
い
て

職
員
の
給
与
水
準
に
つ
い
て

＊いずれの年度も４月１日～翌年３月３１日
＊他団体からの派遣職員の着任や帰任は含みません
＊医療職…市立病院に勤務する医師、看護師、医療技術員など
＊現業職…自動車運転手、給食調理員、環境整備員など

職員数の推移（４月１日現在）表１

２，３９１人
２２年度

採用と退職の状況表３

事　　　務
技　　　術
保　育　士
保　健　師
看　護　師
栄　養　士
獣　医　師
薬　剤　師
作業療法士
消　防　士
指 導 主 事

職　　種 ２5年度
39人
13人
29人
2人
0人
2人
3人
2人
1人
16人
6人
78人
13人
204人

医　療　職
現　業　職
合　　　計

医　療　職
行　政　職 79人

55人
10人
144人

現　業　職
合　　　計

60人
14人
23人
10人
4人
1人
8人
3人
ー   
18人
11人
75人
17人
244人

91人
67人
8人

166人

２6年度

職　　種 ２5年度 ２6年度

２，４３５人
２３年度

２，514人
２４年度

２，６２２人
２5年度

２，６６８人
２6年度

２，754人
２7年度

行　

政　

職

【採用】

【退職】


